
昭
和
四
十
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十
二
日
受
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（
質
問
の 

一
七
） 

答

弁

第

一

七

号 

   

衆
議
院
議
員
安
里
積
千
代
君
提
出
学
校
事
故
に
対
す
る
国
家
賠
償
法
の
適
用
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
二
第
一
七
号 

昭
和
四
十
九
年
四
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

田 

中 


一 

 

榮 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
安
里
積
千
代
君
提
出
学
校
事
故
に
対
す
る
国
家
賠
償
法
の
適
用
等
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

児
童
生
徒
の
学
校
に
お
け
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
学
校
に
お
け
る
安
全
管
理
に
つ
い
て
は
、
施
設
設
備

の
安
全
管
理
、
児
童
生
徒
の
学
校
生
活
の
安
全
管
理
を
適
切
に
進
め
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
具
体
的

な
指
針
を
示
し
、
そ
の
趣
旨
徹
底
を
図
つ
て
い
る
。 

ま
た
、
学
校
に
お
け
る
安
全
指
導
に
つ
い
て
は
、
児
童
生
徒
が
事
故
の
原
因
を
よ
く
理
解
し
、
日
常
生
活
の

中
に
ひ
そ
む
危
険
に
気
づ
い
て
、
正
し
い
判
断
の
も
と
に
安
全
な
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各
教
科

で
は
体
育
・
保
健
体
育
を
中
心
と
し
て
、
ま
た
、
特
別
活
動
で
は
学
級
指
導
、
学
校
行
事
等
を
中
心
と
し
て
、

学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
の
全
体
を
通
じ
て
適
切
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
安
全
指
導
が
一
層
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
手
引
書
の
提
供
、
研
究
集
会
、
講
習
会
を
開
催
し 



二
及
び
三
に
つ
い
て 

市
町
村
の
教
育
作
用
が
、
当
然
に
国
家
賠
償
法
第
一
条
第
一
項
の
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
と
解
し
、
市
町

村
立
小
・
中
学
校
の
教
員
が
注
意
義
務
を
け
怠
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
学
校
事
故
に
つ
い
て
直

ち
に
同
条
同
項
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
同
条
同
項
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
判
例
も
あ
る
の
で
、
今
後
と
も
判
例
の
動
向
を
見
守
り
た
い
。 

て
い
る
。 

一
方
、
日
本
学
校
安
全
会
に
お
い
て
、
学
校
の
管
理
下
に
お
け
る
災
害
事
故
に
つ
い
て
そ
の
原
因
等
に
つ
き

年
々
分
析
を
行
い
、
事
故
防
止
の
資
料
に
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

次
に
、
市
町
村
立
小
・
中
学
校
の
教
育
施
設
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
つ
た
た
め
に
損
害
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
は
損
害
賠
償
の
責
任
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
。 

ま
た
、
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
判
例
の
示
す
よ
う
に
、
仮
に
市
町
村
の
教
育
作
用
が
公
権
力
の
行 

四 

 



 

五 

使
に
当
た
る
と
す
る
見
解
に
よ
つ
た
場
合
に
は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
問
題

が
生
じ
う
る
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、
同
法
第
三
条
第
二
項
の
求
償
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
内
部
関
係
に
お

い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
学
校
事
故
の
場
合
に
は
、
通
常
、
親
権
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
考
え
る

が
、
事
案
に
よ
つ
て
は
、
親
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
も
あ
り
え
よ
う
か
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




